
日
　
時
　
平
成
22
年
１
月
10
日（
日) 

　
午
後
２
時
か
ら

　
受
付
／
午
後
１
時
30
分
か
ら

会
　
場
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里

対
象
者
　
　
平
成
元
年
４
月
２
日
〜

　
平
成
２
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

　
れ
、
町
内
に
住
民
登
録
ま
た
は
外

　
国
人
登
録
さ
れ
て
い
る
方
。

　
平
成
17
年
３
月
に
町
内
の
中
学
校

　
を
卒
業
し
た
方
。

　（
対
象
者
の
ご
家
族
も
会
場
に
入
れ

　
ま
す
。）

※
対
象
者
で
案
内
状
が
届
か
な
い
方

　
は
左
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
慰
労
金
は
、
町
内
に
居
住
す
る
方

で
以
下
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
高

齢
者
を
介
護
す
る
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

要
　
件

○
町
民
税
非
課
税
世
帯

○
介
護
保
険
制
度
の
要
介
護
４
ま
た

　
は
５
の
65
歳
以
上
の
在
宅
高
齢
者

　
で
あ
る

○
平
成
21
年
10
月
１
日
現
在
に
お
い

　
て
過
去
１
年
間
介
護
保
険
の
サ
ー

　
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い

慰
労
金
の
額
　
年
額
３
万
円

申
込
方
法
　
健
康
福
祉
課
に
設
置
し

　
て
あ
る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

　
入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
締
切
　
平
成
22
年
１
月
15
日

　
固
定
資
産
税
は
、
１
月
１
日
現
在

の
固
定
資
産
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
固
定
資
産
に
次
の
よ
う
な
変
更

等
が
生
じ
た
場
合
は
税
務
課
に
届
け

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き

　
↓
家
屋
滅
失
届

○
法
務
局
に
登
記
さ
れ
て
い
な
い
未

　
登
記
家
屋（
居
宅
・
倉
庫
・
物
置
等
）

　
の
相
続
・
売
買
等
を
行
い
、
所
有

　
者
を
変
更
し
た
と
き

　
↓
未
登
記
家
屋
所
有
権
移
転
申
請
書

○
所
有
者
に
代
わ
り
納
税
通
知
書
の

　
受
領
や
納
税
を
行
う
納
税
管
理
人

　
を
指
定
し
た
と
き

　
↓
納
税
管
理
人
申
告
書

　
農
業
者
年
金
は
農
業
者
の
老
後
を

豊
か
に
す
る
た
め
の
年
金
制
度
で
す
。

加
入
要
件
　
国
民
年
金
の
第
１
号
被

　
保
険
者
で
、
年
間
60
日
以
上
農
業

　
に
従
事
す
る
60
歳
未
満
の
方

保
険
料
　
月
額
２
０ 

０
０
０
円
〜
６

　
７ 

０
０
０
円
（
千
円
単
位
で
自
由

　
に
設
定
で
き
ま
す
）

※
認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
者
な
ど

　
農
業
の
担
い
手
と
な
る
方
は
、
一

　
定
の
条
件
を
満
た
す
と
保
険
料
の

　
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

年
金
の
受
給
　
原
則
65
歳
か
ら
受
給

　
で
き
、
80
歳
ま
で
の
保
証
が
つ
い

　
た
終
身
年
金
で
す
。

そ
の
他
　
保
険
料
は
全
額
社
会
保
険

　
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
ま

　
た
、
受
給
す
る
年
金
は
公
的
年
金

　
等
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
社
会
保
険
庁
が
廃
止
さ
れ
、
新
た

に「
日
本
年
金
機
構
」が
ス
タ
ー
ト
し

ま
す
。

○
現
在
あ
る
全
国
の
社
会
保
険
事
務

　
所
は
、
新
た
に「
年
金
事
務
所
」と

　
名
称
が
変
わ
り
ま
す
が
、
年
金
相

　
談
な
ど
の
窓
口
と
し
て
引
き
続
き

　
利
用
で
き
ま
す
。

○
日
本
年
金
機
構
の
設
立
に
伴
い
、

　
皆
さ
ん
に
何
ら
か
の
手
続
を
し
て

　
い
た
だ
く
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ

　
ん
。

お

知

ら

せ

平
成
22
年
城
里
町
成
人
式
開
催

の
お
知
ら
せ

城
里
町
介
護
慰
労
金
支
給
制
度

の
お
知
ら
せ

固
定
資
産
の
異
動
届
等
は
お
済

み
で
す
か
？

申
込
先
・
問
合
せ
　
健
康
福
祉
課

　
　
０
２
９
‐
２
４
０
‐
６
５
５
０

問
合
せ
　
税
務
課（
内
線
１
２
２
）

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
３
１
１
１

「
日
本
年
金
機
構
」 

が

来
年
１
月
１
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
！

申
込
先
・
問
合
せ

　
農
業
委
員
会
事
務
局（
内
線
３
６
２
）

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
３
１
１
１

問
合
せ
　
教
育
委
員
会
事
務
局

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
３
１
３
５

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

問
合
せ
　
水
戸
南
社
会
保
険
事
務
所

　
　
０
２
９
‐
２
２
７
‐
３
２
７
５

　毎年この時期は年末特有の交通混雑や飲酒の機会の増加により、交
通事故が多発します。一人ひとりが交通ルールの遵守と交通マナーの
向上に取り組み、交通事故防止の徹底に努めましょう。
スローガン「つくろうよ　ルールとマナーを　守る町」
運動の重点事項
　○夕暮れ時と夜間の交通事故防止
　○飲酒運転の根絶
問合せ　町民課　　029 - 288 - 3111（内線116）
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場
　
所
　
笠
間
公
民
館
大
ホ
ー
ル

出
演
者
　

　
パ
ス
カ
ル
・
ド
ゥ
ヴ
ァ
イ
ヨ
ン（
ピ

　
ア
ノ
）、
ド
ン
・
ス
ー
ク
・
カ
ン（
ヴ

　
ァ
イ
オ
リ
ン
）

　
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ヴ
ィ
エ（
ピ
ア
ノ
）

　
ザ
ハ
ー
ル
・
ブ
ロ
ン（
ヴ
ァ
イ
オ
リ

　
ン
）

※
チ
ケ
ッ
ト
の
料
金
・
購
入
方
法
等

　
詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ

　
せ
く
だ
さ
い
。

●
第
58
回
勝
田
全
国
マ
ラ
ソ
ン
大
会

　
の
開
催
に
伴
う
交
通
規
制
に
つ
い

　
て
　
　
　
　
　（
ひ
た
ち
な
か
市
）

　
第
58
回
勝
田
全
国
マ
ラ
ソ
ン
大
会

開
催
に
伴
い
、
ひ
た
ち
な
か
市
内
及

び
東
海
村
の
一
部
で
大
幅
な
交
通
規

制
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

期
　
日
　
平
成
21
年
１
月
31
日（
日
）

交
通
規
制
箇
所
　
○
ひ
た
ち
な
か
市

　
石
川
運
動
ひ
ろ
ば
周
辺
・
昭
和
通

　
り
／
終
日
交
通
規
制

○
国
道
２
４
５
号（
東
海
村
・
日
立
方

　
面
）
／ 

午
前
11
時
か
ら
午
後
０
時

　
30
分
ま
で
交
通
規
制

●
ア
ー
ト
タ
ワ
ー
み
と
ス
タ
ー
ラ
イ

　
ト
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー (

水
戸
市)

　
12
月
１
日（
火
）〜
平
成
22
年
１
月

15
日（
金
）の
期
間
、
水
戸
芸
術
館
の

ア
ー
ト
タ
ワ
ー
が
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ

ン
で
彩
ら
れ
ま
す
。

 
点
灯
の
つ
ど
い

日
　
時
　
12
月
１
日（
火
）午
後
４
時
50
分

 

ク
リ
ス
マ
ス
コ
ン
サ
ー
ト

日
　
時
　
12
月
５
日（
土
）

　
　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

 

カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
＆

 

ハ
ッ
ピ
ー
ニ
ュ
ー
イ
ヤ
ー

日
　
時
　
12
月
31
日（
木
）午
後
９
時

●
第
６
回
ク
ー
ル
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ル
国

　
際
音
楽
ア
カ
デ
ミ
ー
in
か
さ
ま

　
世
界
最
高
峰
の
講
師
に
よ
る
ピ
ア

ノ
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
レ
ッ
ス
ン
の

一
部
が
一
般
に
公
開
さ
れ
、
講
師
や

受
講
生
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
が
開
か

れ
ま
す
。

 

公
開
レ
ッ
ス
ン
　

開
催
期
間
　
３
月
21
日
〜
30
日

場
　
所
　
県
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー

 

講
師
コ
ン
サ
ー
ト

日
　
時
　
３
月
21
日
か
ら
29
日
の
期

　
間
に
３
公
演
開
催

問
合
せ
　
笠
間
市
教
育
委
員
会

　
　
０
２
９
６
‐
７
７
‐
１
１
０
１

問
合
せ
　
勝
田
全
国
マ
ラ
ソ
ン
大

　
会
事
務
局（
生
涯
学
習
課
内
）

　
　
０
２
９
‐
２
６
２
‐
５
６
１
５

教育相談窓口のご案内

開設日時　毎週月曜日　午後１時～５時
直接相談　常北公民館（事前連絡不要）
電話相談　　029 - 288 - 2409
メール相談　　 soudan@town.shirosato.lg.jp
問合せ　教育委員会  　029 - 288 - 3135

お
で
か
け
く
だ
さ
い
！

問
合
せ
　
ア
ー
ト
タ
ワ
ー
み
と
ス
タ
ー

　
ラ
イ
ト
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
実
行
委
員
会

　
　
０
２
９
‐
２
２
７
‐
７
５
５
８

お

知

ら

せ

　４月に行われた要介護認定の方法の見直しの影響について、厚生労働省の検討会において検証し

たところ、認定のばらつきは是正されたものの、以前より軽度に判定されている人の割合が高いこ

とが明らかとなりました。

　そのため、10月から、認定調査の調査項目の定義（考え方）が一部変更されました。

※介護度の仕組み（要支援１・２、要介護１～５の７段階）については変更はありません。

　認定調査では、以前より「日ごろの状態をより重視」することとされたため、日頃の状態につい

て、より詳しく伺う場合があります。

　また、以下の内容に該当する方は、保険課までご相談ください。

●要介護認定の審査の結果「非該当」と判定された方で、実情と一致していないと思われる方

　→再申請を行うことができます。

　（必ず認定されることを保証するものではなく、再度「非該当」となる場合もあります。）

●要介護認定の審査の結果「要支援１」・「要支援２」または「要介護１」～「要介護５」と判定さ

れた方で、要介護度が実情と一致していないと思われる方

　→有効期間修了前であっても区分変更申請を行うことができます。

　（必ず希望どおりの要介護度で認定されることを保証するものではありません。）

問合せ　保険課　介護保険グループ　　 029 - 288 - 3111（内線372）
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